
事業者情報や導入する探究・
校務改革支援サービス情報等
の申請

探究・校務改革支援サービス
を導入する学校等の情報や補
助金額等の申請

本補助金の申請は二段階の申請となります。

探究的な学びの高度化 
教職員の校務負担軽減を目指して

令和６年度補正予算
地域未来人材育成支援民間サービス等利活用促進事業費補助金

探究・校務改革
支援補助金 ����

2025年4月24日（最短）～2026年3月31日（最大）



※日本国で本店登記され、国内で事業を営む法人等
※大企業（みなし大企業含む）は、中小企業とコンソーシアムを
　構成した場合のみ補助対象者となる
※個人事業主は対象とならない

●中小企業
●そのほか、条件を満たす会社、
　特定非営利活動法人(NPO)、財団・社団
　法人格を有する組合等

必要な証憑書類の整理、申請書の作成・確認
探究・校務改革支援補助金申請システムのアカウント
を作成

① メインサービス
＋ オプションサービス（個別プロセス支援）

探究的な学びの
高度化に資するサービス

採択された事業者名・サービス内容を公表
2025年3月28日（金）（初回・最短）※以降順次

実績報告
2025年12月1日（月）～2026年1月9日（金）15時

効果報告レポート
2026年1月中旬提出予定

必要な証憑書類の整理、申請書の作成・確認
補助金申請システム上で情報を入力。最終確認の上、
事務局に提出

探究・校務改革支援事業者登録申請
2025年3月14日（金）～4月7日（月）23時59分

支援サービスの導入計画の作成・提案・協議
補助事業に要する経費の見積り
補助金交付申請において計上する導入数量の洗い出し

補助金交付申請
1回目：2025年3月31日（月）～2025年4月17日（木）15時
2回目：2025年4月17日（木）～2025年5月8日（木）15時

交付決定
1回目：2025年4月24日（木）（初回・最短）
2回目：2025年5月22日（木）※以降順次

①朝の業務
②授業
③授業準備
④成績処理
⑤生徒指導（集団）
⑥生徒指導（個別）
⑦部活動・クラブ活動・
　児童会・生徒会指導

教職員の業務効率化・省力化
を支援するサービス

申請類型A、B：1/2以下、申請類型C：1/3以下
※補助率を超える部分は、事業者の皆様に負担いただきます。

＋ オプションサービス

A.中小企業単独型

補助金交付申請時は、学校等教育機関や自治体
との連携が必要です。

B.中小企業コンソーシアム型

C.大企業（みなし大企業含む）コンソーシアム型

⑧学校/学年/学級経営
⑨職員会議等の会議
⑩事務
⑪研修等
⑫保護者・PTA・地域対応
⑬行政・関係団体対応

支援サービス導入予定の学校等教育機関に
提案・連携
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